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新旧対照表   アイドラロードサービス会員規約・利用規約（2020年4月1日改定） （下線部を変更）

第５条（規約の変更） 運営者は、本規約を予告なく変更することができるも
のとしますが、当該変更は変更時以降に入会または
更新した会員に適用されるものとします。

第５条（規約等の変更） 運営者は、会員の事前の承認なしに、本規約の規定
及び細則その他運営者所定の規定について、その変
更内容を運営者のホームページに掲載する方法また
は当該変更内容に照らし適切な方法で、会員に告知
することにより変更することがあります。この場合の変
更の効力は、運営者のホームページに掲載した効力
発効日または適切な告知方法において明示した効力
発効日より生ずるものとします。

新設 第１１条（規定の変更） 運営者は、会員の事前の承認なしに、本規定につい
て、その変更内容を運営者のホームページに掲載す
る方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、
会員に告知することにより変更することがあります。こ
の場合の変更の効力は、運営者のホームページに掲
載した効力発効日または適切な告知方法において明
示した効力発効日より生ずるものとします。

会員規約　旧条文 会員規約　新条文

利用規定　旧条文 利用規定　新条文
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